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サービス付き高齢者向け住宅における安否確認等の徹底について（通知） 

 

本年５月に、兵庫県明石市の有料老人ホームにおいて、入居者に安否確認又は状況把握

（以下、「安否確認等」という。）が行われず、当該ホーム内において入居者の死亡が    

長期に渡って確認されない状態が継続された事案が発生しました。 

つきましては、サービス付き高齢者向け住宅において、同様の事案が発生することを  

防止するため、下記により安否確認等の徹底を図られるようお願いします。 

 

記 

 

サービス付き高齢者向け住宅については、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成

１３年法律第２６号。）第７条第１項第５号の規定により、その登録基準として、「入居

者に状況把握サービスを提供するものであること」が求められています。たとえ、入居者

より状況把握サービスの提供を希望しない旨の意思表示がなされている場合であっても、 

サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けている限りは、当該サービスを提供するこ

とが必要です。 

従って、入居者が居住部分への訪問による状況把握サービスの提供を希望しない場合で

あっても、電話、居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確認、食事サービ

スの提供時における確認等のその他の適切な方法により、状況把握サービスを提供するこ

と。 
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